
 
経営不振の子会社・関連会社の支援を行う場合 

経営判断 具体的行為 税務取扱 寄附金の額に該当しない「相当な理由」の例示 

再建に伴い 

・無償貸付 

・低利率での貸付 

・債権放棄 

 

 
再建する場合 

★相当な理由 

倒産を防止する為やむを得ず行われるもので、 合

理的な再建計画に基づくこと等 
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経営環境の悪化により、子会社・関連会社が経営不振に陥ってしまう場合があります。この場合、親会社は子会

社・関連会社を解散させる・経営権を売却するなどの整理を行う、又は再建させるという経営判断を行います。具

体的には、子会社・関連会社を整理する際には、債務引受け・債権放棄その他の損失負担を行うことになり、 再建

させる際には、無償貸付け・低利の貸付け・債権放棄を行うことになります。 

このような子会社・関連会社の支援を行うことは、税務の取扱いにおいて、「寄附金と認定されるか否か」がポ

イントとなります。 

 
1. 基本となる取扱い 

経営不振の子会社・関連会社を整理する場合と再建する場合の税務の取扱いをまとめると以下のようになります。 

 
 

子会社等を・・・ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. 実際に子会社・関連会社の支援を実施する場合 

子会社・関連会社に対する支援が寄附金に該当するか否かについては、詳細に判定する必要があります。 

 
裏ページの判定チャートは、整理又は再建をする場合の検討事項をまとめたものになります。 

すべての項目に該当する場合、損失負担（支援）として合理的であると判断され、寄附金とはなりません。 

 
なお、国税庁では、子会社支援等が寄附金に該当するかどうかの事前相談に応じています。事後の税務トラ

ブルを回避するため、具体的に支援方法が確定している場合には、事前相談を利用することも可能です。 

 
100％グループ法人間で子会社支援が行なわれ、寄附金と認定された場合には、支援した法人では損金の額

に算入されず、支援を受けた法人では受贈益は益金不算入となります。（平成 22 年 10 月 1 日以後に支出する寄

附金について適用されます。） 

解散、経営権の譲渡の為 

・債務の引受 

・債権放棄 

・その他の損失負担 

 

 
整理する場合 

【原則的に】 

経済的利益の供与として 

「寄付金」課税の対象 

 

 
【特例的に】 

「相当な理由」がある場合

寄附金に該当しない 

★相当な理由 

損失負担をしなければ今後より大きな損失となることが 明

らかであり、やむを得ず損失負担等をする 



   判定チャート    判定のポイント

  

 

再建の場合 

 

 

事業関連性のある「子会社等」であるか 

 
「子会社等」とは、資本（親子）関係だけではありませ
ん。取引関係、人的関係等も含め、事業に関連がある場
合も該当します。 

 
 

 

 
子会社等は経営危機に陥っているか 

次のようなケースは、債務超過でなくても寄附金に該当
しないケースとなります。 

 

① 営業を継続するために許認可が必要であるが、現状
では認可の更新がされず営業の継続が不可能となる
場合 

② 事業譲渡において、事業譲受者から赤字の圧縮を強
く求められている場合 

 

 
 

 
 

支援者にとって支援を行なう 

「相当の理由」があるか 

 

 

 

損失負担額（支援額）は合理的に算定されたものか 

 

 

 

計画の管理は行なわれているか 

「相当の理由」があるかどうかは、具体的に次のような
ケースが該当します。 

 

① 子会社等を整理することで、今後発生する損失を回
避できる場合 

② 子会社等を再建することにより･･･ 
(１) 債権の回収可能性が高まる場合 
(２) 倒産した場合に比べ損失が軽減される場合 

(３) 支援者の信用が維持できる場合 

 
 

損失負担（支援）額は、次の 3 点から検討が必要です。 

① 整理、再建のための必要最低限の金額であるか。 
② 子会社等の財務状態、営業状況等の見直しを考慮し
ているか 

③ 子会社等の経費削減等の自己努力を考慮しているか 
 

 

 

 

関係者が複数いる場合、事業関連性の強弱、支援規模、
支援能力等から支援者の範囲が判断されます。 
事業関連性が強い者が支援者でない場合、その理由が問
題になる場合があります。 

 

 

支援者の範囲は相当か 

 

 

 

負担割合は合理的に決定されているか 

 
支援者が複数いる場合、損失負担（支援）額の割合は、
出資状況、融資状況等から総合的に決定される必要があ
ります。一般的に合理的な割合とは、次のような割合をい
います。 

 

① 融資残高に応じた割合 
② 出資比率、融資残高比率、役員派遣割合等を総合的

に考慮して決定された割合 
③ メインの支援者が最大限の支援をし、他の支援者で 

①又は②に準じた割合で支援を行なう場合 

再建計画管理の具体例 

・支援者から子会社等

への役員派遣 

・毎年（四半期ごと等） 

再建状況を報告 

整理する場合は整理

計画の管理は必要あり

ません。 

ただし、整理が長期に

渡る場合、管理が必要

な場合もあります。 

① 資金繰りに逼迫し

ており、倒産の危機に

瀕しているか 

② 自力での再建は不

可能か 

① 実質的に債務超過

の状態であるか 

② 支援がなければ、整

理できないか 

寄附金に該当しない 

整理の場合 


